
違反取締件数（総数） （単位：件）

昭和59年 元年 6年 11年 12年 13年 14年

総　数 13,856,207 8,523,523 8,740,245 9,008,992 7,925,105 7,814,151 7,827,720

飲酒運転件数（酒酔い） （単位：件）

昭和59年 元年 6年 11年 12年 13年 14年

酒酔い 20,106 7,578 4,181 2,764 2,534 2,427 2,339

飲酒運転件数（酒気帯び） （単位：件）

昭和59年 元年 6年 11年 12年 13年 14年

酒気帯び 353,037 329,155 337,853 334,588 252,752 219,874 209,515

※１ 　「酒酔い」とは、酒に酔った状態（アルコールの影響により正常な運転ができないおそれがある状態）をいう。

（道路交通法第117条の2第1号）
※２

（出典） 警察白書

交 通 違 反 取 締  件 数 の 推 移

「酒気帯び」とは、身体に政令で定める程度(血液1㎖につき0.3mg又は呼気1ℓにつき0.15mg)以上にアルコール
を保有する状態をいう。（同法第117条の4第2号）
(平成14年６月に基準値引き下げ。改正前は血液1㎖につき0.5mg又は呼気1ℓにつき0.25mgであった。)
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